
1 　入学時にかかる諸費用

○入学金および授業料は不要です。

○教科書代は支払われた後に就学奨励費から支給されます。

高等部
一般学級

高等部
重複学級

高等部重複
江津湖学級

訪問教育

制服 男子 ４７，５００円 ４７，５００円

女子 ５３，０００円 ５３，０００円

体操服 (帽子・運動靴込み) 男女共 １４，９００円 １１，９００円

ゼッケン 小　　84円×4枚 小 ３３６円 ３３６円

大　137円×４枚 大 ５４８円 ５４８円 不要 不要

作業服 男子 ９，６００円

女子 ９，０００円 不要

上靴 男女共 １，６００円

通学カバンおよび通学靴 男女共 各自 各自 不要

男子 ７４，４８４円 ６０，２８４円 0円 0円

計 女子 ７９，３８４円 ６５，７８４円 0円 0円

2 　入学後1年間にかかる諸費用

高等部
一般学級

高等部
重複学級

高等部重複
江津湖学級

訪問教育

PTA会費 月額　800円×12月 ９，６００円 ９，６００円 ９，６００円 ０円

給食費 月額5,000円×10月 ５０，０００円 ５０，０００円 ０円 ０円

教育諸費 月額3,000円×10月 ３０，０００円 ３０，０００円 ３０，０００円 ０円

スポーツ振興センター掛金 年額　　１，５１０円 １，５１０円 １，５１０円 １，５１０円１，５１０円

計 ９１，１１０円 ９１，１１０円 ４１，１１０円１，５１０円

※１、２の表の金額は、平成22年度の実績に基づいたものです。

　　来年度の諸費用については現在検討中です。

○修学旅行の代金は別途徴収します。

　参考 高等部一般 ７５，８３５円 （21年度の実績）

高等部重複江津湖学級 ３２，７７２円 （21年度の実績）

高等部重複学級(本校） ４９，９３４円 （22年度の実績）

3 　就学奨励費について
　「特別支援学校への就学奨励費に関する法律」に基づいて特別支援学校に在学している幼児・児童・

生徒の保護者等の経済的な負担を軽減し、就学を奨励するために、その負担能力の程度に応じて就学

に必要な諸経費が支給されることになっています。

　「世帯の状況及び世帯の収入状況」に関する書類を提出されると、全額・半額・非支給の3段階に区分

決定され、辞退することもできます。

　【　支給内容　】

実費支給 教科用図書購入費　　学校給食費　　通学費　　現場実習費等

限度額あり 修学旅行費　　学用品購入費　　新入学児童生徒学用品購入費

通学用品購入費等
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